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見晴台自治会 

 

発行･編集 見晴台自治会事務局 〒067-0042 江別市見晴台54-5 見晴台自治会館 ℡011-378-9884 

 避難行動要支援者及び緊急通報装置設置者協力員研修会開催   

 見晴台自治会では、災害時に自力で避難が困難な方や一人暮らしの

高齢者、体調に不安を感じている方などの支援体制（見守り）として、

近所の方に協力員をお願いしています。 

その支援方法（内容）について、研修会を開催します。 

 

〔健康福祉部〕 
 

≪≪≪自治会排雪が無事終了≫≫≫ 
例年より少し早く 2 月 1 日（木）から始まった排雪作業もインター線側から順調に進み、予定

どおり１５日(木)には作業が終了しました。排雪作業期間中のご協力ありがとうございました。 

今年は暖かな日が続いていましたが、重たい雪の除雪

は体にも負担がかかり大変だったと推測されます。また、

2 月中旬からの暖気で落雪、雪解けによる水たまりや朝

晩の寒暖差によるつるつる路面など、まだまだ油断をせ

ずに気をつけて、 

元気で健康な毎日

を心がけましょう。 

〔生活環境部〕 

〔３月の行事予定〕 
1日(金)  自治会だより発行  22日(金) 19:00 避難行動要支援他協力員研修会 

 19:０0 運営委員会  23日(土)  広報原稿締切り 

２日(土) ８:３0 資源回収  2６日(火) 15:00 自治会だより編集会議 

8日(金) 19:00 役員会  ３０日(土) 9:00 自治会だよりほか配布 

16日(土) 8:30 資源回収     

 

 

 

１日(金)  自治会だより発行  22日(金) 19:00 要支援者協力員他研修会 

 19:00 運営委員会  23日(土)  自治会だより原稿締切 

２日(土) 8:30 資源回収  27日(水) 15:00 自治会だより編集会議 

8日(金) 19:00 役員会  29日(金) 9:00 ～10:00 

１６日(土) 8:30 資源回収    自治会だよりほか配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024(令和 6)年 

３月 よ 

だ り 
通算３4９号 

見晴台住民数（令和６年２月１日現在） 

男性 2,050人 （前月比 2人減） 

女性 2,213人 （前月比 5人減） 

合計 4,263人 （前月比 7人減） 

 
 

・日   時 ： 令和６年３月２２日（金）１９：００～ 
・開催場所 ： 見晴台自治会館大広間 

・講   師 ： 江別市危機対策・防災担当 

・対   象 ： 協力員、民生委員、自治会役員 

・参加申込 ： ３月１７日（日）まで 

 健康福祉部長（菊池）011-382-6853に連絡ください。 
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日本では年度最後の月で、学校では卒業式や

修了式、職場での人事異動に伴う送別会の時期

ともなっています。 

 

＜ 雛祭り３月３日（日）＞ 

 ３月３日に行われる行事で、桃の花の咲く頃

で「桃の節句」とも呼ばれています。寒い地方

では桃の花が咲く時季が遅いことから、４月３

日に実施するところもあります。 

この雛祭りは、平安時代よりも前に、京の貴

族階級の間で行われた子女の健康と厄除を願

った「上巳（じょうし）の節句」が起源とされ

ています。 

「上巳の節句」とは、古代中国で行われてい

た風習で、３月最初の巳の日（上巳）に川に入

り身を清める行いで、これが日本に伝わって草

や藁で作った人形（ひとがた）にけがれや災い

を移し、川や海に流す習慣に結びついたと言わ

れています。今でも行われる「流し雛」です。 

「雛祭り」の行いは、武家社会になっても広

く受け継がれ、徳川幕府の時に庶民の間で行わ

れていた「人形遊び」と結び付き、今日の雛祭

りに発展したと言われています。 

 おもしろいのは、元々は５月５日の「端午の

節句」とともに、男女の区別無く行われていた

行事ですが、豪華な雛人形を飾る雛祭りが流行

し出すと、いつの間にか、女子専用の祭りに特

化されたようです。 

 流し雛を家の中

に飾る様になった

のは江戸時代にな

ってからですが、

初めは、手作りの

粗末なものでした。 

四方を縫い縮めた布の中に綿や紙くずを詰

めて形を整え、髪と目鼻を描いたもので、幼

児の枕元に置いた「お守り」のようなもので

した。 

また雛祭りに、ひな段に桃の花と白酒、菱

餅やひなあられを供えて、親しい方たちを招

いて会食することもします。これは、こども

達の「山遊び」や「海遊び」を神事として残

した名残とも言われています。 

＜ 令和の典拠 ＞ 

梅の花便りも聞かれる頃となると、今の元

号である“令和”の典拠となった「万葉集」の

一節が思い出されます。 

「令和」の意味については、“人々が美しく

心を寄せ会う中で文化が生まれる”と解釈さ

れています。 

私たちの自治会も、自治会館に集いながら、

新たな文化を創造できる場にしたいですね。 

〔事務局〕
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暦だより…３月の暦から 弥生（やよい）、花月（かげつ）、花見月 （はなみづき） 
［睦月（むつき）、元つ月（もとつつき）］ 
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～【事業推進部から】～～～～～ 

 

「見晴台キャンドルナイト2024」 大勢の参加ありがとうございました 

キャンドルナイトは、２月３日（土）から４日（日）に

開催され、今年は１８０家庭の参加がありました。 

開催初日は１８時から自治会館前で点灯式を行い、山本

会長の挨拶後、キャンドルに灯りがともされ、見晴台の各

家庭でもキャンドルの明かりが照

らされる景色が見られました。 

今年は「にこにこ広場」が作成した祈りの灯りほか、キャンドルが

広場を灯してくれました。ご参加、ご協力ありがとうございました。

（写真は皆さんから送られた一部です。） 

 

 

 

 

 

《キャンドルナイトの写真展を開催》 

会員の皆さんから送っていただいたキャンドルの写真を

掲示して、３月下旬から４月下旬に自治会館内で「2024 見

晴台キャンドルナイト写真展」を開催します。 

キャンドルナイトに参加、不参加に関わらず、ぜひ会館で

ご覧ください。 

 
 

キャンドルナイトと同時に２月４日（日）１時半から

自治会館大広間でこどもイベントが開催され、総勢３０

名（内こども１８人）の

参加がありました。 

市の教育委員会から借

用した江別カルタ(江別創

造社）で大人・こどもが２組に分かれかるた大会を行い、缶バッ

チ・プラバン作りでは、キャラクターや手書きのイラストで、思

い思いにキーホルダーなどを作り楽しい時間を過ごしました。 

男性 
2,079

人 
（ 前

月比 
4 人

減） 

女性 

2,264

人 
（ 前

月比 
6 人

減） 

合計 
4,343

人 
（ 前

月比 
10人

減） 
 

❖ こどもイベント終了 ❖ 
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 毎月第１、第３土曜日  

資源回収にご協力を！ 

～【事務局から】～～～～～ 

昨年の１０月号でお知らせしましたが、会館の使用料と暖房料について、

会館の改築も予定されていることから、令和６年度の暫定措置として会館

管理運営規程を改正し、４月から会館の一般使用料については会員と会員外の区分をなくし、利用

団体の会員の構成割合による使用料の減免、また暖房料は使用料の減免に関わらず使用区分ごと

に１００円を徴収するものとしました。 

なお、自治会館管理運営規程の改正は 3 月の役員会で承認を得ることになりますので、詳細に

つきましては、役員会での決議後、4 月号でお知らせします。 

 

班長については任期が 1 年のため、新しい班長に令和６年度の自治会

活動にご協力をお願いすることになります。 

班長は、輪番制を基本として、健康状態や家庭の事情などを考慮し、当該班内で話し合いによ

り令和６年度の選出をお願いします。 

区長は、新たに選出された班長について、3月中に事務局まで報告をお願いします。 

班長（任期１年）の主な仕事は、①会費の集金、②広報えべつ・自治会だより・回覧文書などの

配付、③慶弔の報告などです。ぜひご理解とご協力をお願いします。 

 

令和６年度の定期総会は、４月２８日（日）を予定しています。 

総会では、令和 5 年度の活動報告、会計決算、令和 6 年度の活動計画、

予算案の決議を行います。多くの皆様の参加をお待ちしています。 

その後、会長はじめ各役員、区長までの役員会を 5 月１０日（金）、また、区長及び新し

い班長が対象の合同役員会を 5 月１２日（日）に開催し、役員の顔合わせの他、区長及び

班長の仕事について詳しく説明しますので出席をお願いします。 

 

３月の事務局開設日は、２日、６日、９日、１３日、１６日、２３日、

２７日、３０日の８日間です。※２０日は祝日のため事務局は休みです。 

水曜日は午後１時～４時まで、土曜日は午前９時～１２時まで、事務局員が事務室に駐在して

います。会費納入のほか、自治会活動に関するご意見、ご相談なども受けていますので、気軽にお

立ち寄りください。 

3月事務局員駐在日 

見晴台自治会集団資源回収収益金報告 

２月（３日、１７日）分 

35,126円になりました。 

 ご協力有難うございました。 

定期総会の準備 

会館の使用料料金 

６年度班長の選出 


